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（別紙）第２３回加東市地域公共交通活性化協議会・会議の経過 

発言者 会 議 の 経 過 ／ 発 言 内 容 

議長 

委員 

議長 

議長 

委員 

委員 

委員 

１ 開会  

２ 議事 

 (1) 加東市自家用有償旅客運送(福田ふくふく線)の変更登録について（資

料Ｎｏ.１） 

事務局から説明 

【質疑応答等】 

 加東市自家用有償旅客運送(福田ふくふく線)の登録の変更によって、これ

まで車と交錯する危険性が懸念されていた東古瀬こども園での安全性が高

まるということになります。加東市自家用有償旅客運送(福田ふくふく線)の

変更登録について、ご承認いただけますか。 

〔異議なし〕 

 それでは、異議がないので、加東市自家用有償旅客運送(福田ふくふく線)

の登録変更について承認します。 

(2) 加東市地域公共交通網形成計画の総括について（資料Ｎｏ.２） 

  事務局から説明 

【質疑応答等】 

 総括に関連して、神姫バス、JR西日本、ファイブスタータクシーから、現

在の各公共交通の利用状況等について報告いただきたいと思います。 

令和２年４月の１回目の緊急事態宣言以降、１年が経過しました。ファイ

ブスタータクシーでは、コロナ禍以前は１１～１２台の待機車両を配置でき

ていたものの、コロナ禍で一時は半分以下の５台となり、現在では約８台と

なっています。売上はやや回復したものの、コロナ禍以前の状態にはほど遠

い状態です。また、夜間や日祝の需要が極端に減少している状況です。 

 神姫バスでは、１回目の緊急事態宣言時に、利用者数が前年度比で約４

０％まで落ち込み、一旦は約８０％まで戻りましたが、その後の緊急事態宣

言の発令に伴い、約７０～８０％で変動している状態です。 

 その内訳として、高校生の定期券利用者は８０～９０％であるものの、大

学生及び通勤の定期券利用者は約７０％と、リモートワーク等による働き方

の変化の影響がみられます。 

 安心してバスに乗っていただくために、消毒や換気、乗務員の健康管理を

徹底しているものの、依然厳しい状態にあります。 

 JR西日本では、２期連続の赤字となっています。 

 安全対策や感染防止対策を推進しながら、その一方で、その他の施策の見

送りや固定費の削減に努めましたが、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置

の影響もあり、収益減となりました。非鉄道事業においても休業要請等の影

響で厳しい状態です。厳しい状況はコロナ禍以前から続いていましたが、コ
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議長 

委員 

事務局 

議長 

委員 

事務局 

ロナ禍の影響で想定を下回る見通しとなっています。感染が収束した後もテ

レワーク・リモートワークの継続等で、利用者については、以前ほどの回復

はないと想定しています。鉄道の安全性向上の取組や、さらなる経費削減を

継続しながら、グループ全体で経営改善に取り組むとともに、将来にわたっ

て持続可能な公共交通の実現を目指して、公共交通の今後のあり方を地域の

皆様と一緒に考えていきたいと思います。 

 地域公共交通については、依然厳しい状態が続いているということです。

 それでは、続いて評価シートについて意見等あればお願いします。 

 ６番目の取組内容の「スクールバスの有効活用の検討」について、他の自

治体では混乗をしている事例もあるので、再度、検討をしていただければと

思います。また、スクールバスの空き時間の利用については、他の公共交通

機関との連携を充実させることが必要だと考えています。 

１０番目の取組内容の「情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した利便性の向上」

に書かれているように、ＳＮＳやインターネットを活用して経路検索を容易

にすれば、スクールバス利用の需要もあるかと思います。 

公共交通は、単体で考えるのではなく、連携という視点で施策を検討して

いただきたいと思います。 

 スクールバスの有効活用については、児童と一般の乗客が混乗した時に、

一般の乗客が多く児童が利用できなくなる、といった状態を避けたいという

思いがあります。現在は混乗ではなく、空き時間を活用する方針で、運行状

況を把握しながら関係機関と協議・検討を進めたいと考えています。 

 また、市外への移動については路線バスに役割を担ってもらい、自主運行

バス、乗合タクシー、タクシーが路線バスに接続する支線としての役割を担

い、それぞれの役割を分担することで、公共交通のネットワーク化を図って

いきたいと考えています。 

 混乗については、これまで教育委員会と協議されてきた経緯もあり、尊重

せざるを得ないと思います。ネットワークの活用については、引き続き検討

をお願いします。 

 ７の取組内容の「乗合タクシー（定時定路線型、デマンド型）」について、

乗合タクシーをうまく活用することで、より充実したものとなると考えてい

ます。社地域にとどまらず、東条、滝野地域に繋がるデマンド型の交通手段

を今後お考えいただければと思います。 

 また、滝野地域では、加西市から宇仁ふれあいバスが来ていますが、加東

市民は利用できません。他市との交渉が難しいと説明されていますが、近隣

市町と互いに協力し合い、北播磨地域が盛り上がる交通形態を目指してほし

いと思います。 

 社市街地内の移動手段を確保する目的で、令和２年７月から定時定路線型

の乗合タクシーを運行しています。滝野地域、東条地域につきましても、利

用状況や交通事業者との調整、地域との協議の中で、デマンド型などあらゆ

る移動手段の中から地域に合ったものを検討していきたいと考えています。

 宇仁ふれあいバスについては、加西市の宇仁地域が主体的に運行している

バスになりますので、利用は宇仁地域の方に限定されたものになり、他地域

の方が利用することは難しいです。有効な手段があれば、他市との連携につ

いても協議しますが、現時点で他市との連携には至っていません。 
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議長 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 

事務局 

委員 

議長 

委員 

委員 

議長 

事務局 

 次期計画にネットワークの充実について記載する予定ではあるものの、具

体的にどこまで記載するかについてお示しすることは、現時点では難しいと

聞いています。最終的な計画になるまでに議論していただければと思いま

す。 

 資料の見せ方の話になりますが、数値目標に「商業施設に併設した交通結

節点の整備」とあり、令和４年度からの供用になるかと思います。令和３年

度時点で０箇所としては進展が無いように見えるので、書き方を工夫される

べきかと思います。 

ご意見を踏まえ、記載の仕方等について、内部で検討します。 

 ７番目の取組内容の「タクシーの有効活用に向けた取組」の福祉タクシー

事業のあり方の検討については、現在、福祉タクシー券の１回の利用枚数が

５枚に制限されていますが、地域によっては利用者の自己負担が発生しま

す。利用者の負担が少なくなるかたちで制限の緩和をすれば、より利用も増

えるかと考えています。 

 資料によると、「使用枚数制限の上限を検討する」と記載されていますが、

制限を緩和すると読んでよいでしょうか。その辺りを含めて説明をお願いし

ます。 

 福祉タクシー事業については平成２８年度から利用率は減少傾向にあり、

特に令和２年度では、コロナの影響もあり、利用率は５０％を下回っていま

す。 

平成２９年度に、人と出会う、体を動かす等、外出回数を増やすことを目

的に、福祉タクシー券の１回の利用枚数を５枚に制限しました。ただ、ワク

チン接種のために交付したタクシー利用券の利用料金を見る限り、５枚の上

限について検討が必要だと感じています。 

 ただ、居住地や目的地によって必要枚数が異なっており、福祉タクシー券

を利用して市外へ出かける方もおられます。アンケートを実施したので、使

用状況や使用目的などを集計しながら、上限緩和について検討を進めていき

たいと考えています。 

 タクシー券については、近隣市町でも同様の問題が出ています。同じ市内

で同じ目的地に行くのに、自己負担額に差異があります。自己負担額が高額

になると、高齢者や障害者が施設に行きにくくなりますので、ご検討いただ

ければと思います。 

 また、公共交通ガイドブックには、タクシー事業者３社が記載されていま

すが、福祉タクシー券を扱っているタクシー事業者はもっとあると思いま

す。どのような基準で選定されたのでしょうか。 

 居住地域により交付枚数を変更することに関しては、平等ではないため採

用しない、という結論が出されています。そこはやむを得ないとして、利用

制限の緩和については、引き続き、ご検討いただきたいと思います。 

公共交通ガイドブックに記載した選定基準を事務局から説明いただけれ

ばと思います。 

 公共交通ガイドブックに記載している事業者については、加東市内をメイ

ンに移動できるかについて、各社と協議の上、記載しています。福祉タクシー
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委員 

委員 

事務局 

議長 

委員 

議長 

委員 

議長 

委員 

議長 

委員 

事務局 

券に記載しているタクシー事業者の大半は、介護タクシーを主としている事

業者であるため記載していませんが、福祉タクシー券の対象となっているた

め、今後検討は必要かと考えています。 

 福祉タクシーは介護タクシーとして継続して問題ないと思います。 

 ただ、外出を目的として福祉タクシー券を利用するのであれば、タクシー

券はすぐになくなってしまいます。利用回数を増やすのであればバスの方が

いいかと思いますし、福祉バス券というものを考えてもいいかと思います。

 また福祉タクシー券が市内のどの地域の方にとっても平等にすることに

ついて、福祉タクシー券に、金額ではなく、ショッピングパーク等の目的地

を記載して発行することも１つの方法かと思います。 

 また、バスの停留所で、時刻表の表示が消えていたり、運賃が分からない

などの停留所もあるかと思います。高齢者の場合、スマホなどで検索できな

い方もいるので、点検や管理をお願いします。 

 福祉タクシー券について、目的地を指定したかたちでの発行については、

現在ワクチン集団接種のタクシー券において、そのような内容で取り組んで

おり、比較的利用されていたと感じています。目的地が複数となった場合の

運用方法等で課題があるかと思いますが、今回の内容も踏まえて参考にさせ

ていただきます。 

 待合環境の改善について、時間表示が消えている所があれば、神姫バスと

調整させていただきながら対応したいと考えています。 

その他の改善点についても、これまでから状況を把握してきましたが、必

要に応じて対応していきたいと考えています。 

バス停で時刻表が読めないほどの、ひどい状態を見かけたことはありませ

んが、何か心あたりはありますか。 

 時刻表が読めない状態になっていることについては心当たりがありませ

ん。また、運賃についてはバス停の時刻表に載せていませんので、乗らない

とわからないかと思います。 

 待合環境に加え、情報提供の仕方として表示内容が十分でないというのは

あったかと思います。時刻表はダイヤ改定時に紙を貼っているケースもある

ので、雨に濡れてはがれているケースがあるかもしれません。全く読めない

まま放置されているケースはあまり多くないかと思います。 

福祉バス券については検討の余地はありますか。 

 タクシーに限らず、交通全般の券のようなイメージですね。 

 ＪＲでは導入は難しいと思います。 

 定時定路線型のバスですね。 

 神戸市が発行しているような、２割引のパスは検討しないのでしょうか。

 現在、料金の見直し・改定を神姫バスと検討しています。福祉バス券とい

う内容ではなく、市内限定ですが、均一料金制度の導入について検討を進め
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委員 

議長 

事務局 

議長 

事務局 

議長 

委員 

議長 

事務局 

ています。均一料金にして、お子様から高齢者まで乗りやすい料金体系を構

築していきます。 

(3) 加東市地域公共交通計画（仮称）の策定について（資料Ｎｏ.３，４，

５） 

事務局から説明 

【質疑応答等】 

 目標年次について、令和４年度から５年間と説明がありましたが、５年後

に向かっての考え方を記載する必要があるかと思います。 

６５歳以上の高齢者の多くの方が「今はいいが、将来の移動について不安」

と感じているようですが、自主運行バスで現在登録されている運転手のほと

んどが７０歳代であるかと思います。今の状態で次のドライバーが育つので

しょうか。高齢化時代であり、神姫バスでも乗務員が不足しているという中

で、運転手を確保するための施策が記載されていません。５年後を考えるの

であれば、このことについて対応できるのか、フォローがないと計画に記載

するのは危険かと思います。 

 加東市が目指す地域公共交通の将来像に「地域とともに守り育てる」、あ

るいは現計画でも、最後の項目に「担い手の確保」と記載されていますが、

新たな計画でも重要になるかと思います。 

 自主運行バスの運転手は、６０歳代が中心となっています。自主運行バス

の運転手の担い手の確保について、現在も地域と市が連携しながら取り組ん

でいます。運行会議等を定期的に開催し、知識や経験の継承、人材育成に取

り組んでいるところです。今後も継続的にこれらの取組みを行っていく考え

です。 

 運行会議という話がありましたが、新たな人材の確保に向けて機能してい

るという認識でよろしいでしょうか。 

 運行会議は、運転手、区長、市で構成しており、引き続き、人材確保、知

識等の継承に努めていきたいと考えています。次期計画素案の中で、運転手

の確保についての取組をお示ししたいと考えています。 

 それでは、次期計画の作成方針に従って、加東市地域公共交通計画の策定

を進めても、よろしいでしょうか。 

〔異議なし〕 

 ありがとうございます。異議がないとのことで、作成方針に従って進めさ

せていただきます。 

以上で本日の議事は終了となります。 

３ その他 

 次回、第２４回協議会の開催時期は１０月下旬を予定しております。 

４ 閉会  


